
ZAMA

広報ざま【座間市のお知らせ】No.1104 令和 2年 （2020年） 8 月 1 日6

　 8月は、道路を広く、美しく、安全に利用するために、道路の役割や重要性を考え
る「道路ふれあい月間」です。
【違法駐車・駐輪をしない】
　違法駐車・駐輪は交通渋滞・事故の原因になるだけでなく、緊急車両の通行を妨げ、
救命救急活動の支障になります。
【道路に物を置かない】
　道路に商品を陳列したり、物を置いたりすると通行人の転倒やけがの原因になりま
す。道路の占用には道路管理者の許可が必要です。
【生け垣などの手入れを】
　生け垣や植木が道路に張り出すと、通行人や車などの支障になります。手入れや管
理をしましょう。
【道路の不具合をアプリで通報】
　道路の穴や側溝のふたの破損などの不具合を見つけたら、下記スマートフォン用施
設損傷等通報アプリ「なおしてざまりん」で通報をお願いします。
◆施設損傷等通報アプリ「なおしてざまりん」
　スマートフォンのＧＰＳやカメラ機能を使い、道路
などの破損箇所を報告できます。GooglePlayまたは
AppStoreで「なおしてざまりん」と検索するか、右
図 2 次元バーコードからダウンロードしてください（利
用料無料、通信料利用者負担）。

担当� 道路課　☎046（252）8564　5046（255）3550

　市消防職の受験を希望する方を対象に採用説明会を実施します。説明会では、消防
職員が消防本部・署の施設などのプレゼンテ—ションを行います。
○と　き　 8 月 8 日（土）午後 1時30分から（午後 1時受付開始）
○ところ　市消防庁舎（相武台 1ー48ー 1 )
○対　象　令和 3年度市職員（消防職）採用試験を希望する方
○定　員　70人（申込順）
○申込方法　 8月 5日（水）までに電話、ファクスまたは直接担当へ（市ホームペー
ジから電子申請可）

担当� 消防総務課　☎046（256）2212　5046（256）2215

◆親子でとび箱・マット運動教室
　親子で体をほぐす運動、跳び箱、マット運動などを親子一緒に行います。
○と　き　 9 月 5 日（土）午前 9時30分〜11時30分（午前 9時受付開始）
○ところ　スカイアリーナ座間 3階大体育室
○講　師　上野浩一さん（日体幼稚園体育教室責任者、全米エクササイズ＆スポーツ
トレーナー協会シニアフィットネストレーナー）

○対　象　小学生とその保護者（小学生のみの参加はできません）
○定　員　30組60人（申込順）
○参加費　500円
○持ち物　運動着（ジーンズ不可）、室内用運動靴、水筒、汗拭きタオル、着替え
◆実践メンタルトレーニング講座
　スポーツや仕事の本番に強い自分を作るための講座を開設します。
○と　き　 9 月12日（土）午後 1時30分〜 3時30分（午後 1時受付開始）
○ところ　スカイアリーナ座間 2階武道室
○講　師　遠藤俊郎さん（山梨学院大学スポーツ科学部学部長、スポーツメンタルト
レーニング上級指導士）

○対　象　18歳以上のスポーツの競技者・指導者・愛好者など
○定　員　30人（申込順）
○参加費　500円
○持ち物　動きやすい服装、筆記用具
※いずれも参加料を添えて直接担当へ申し込んでください（現金の取り扱いは午後 5
時まで）。
※電話予約可。ただし 1週間以内に手続きをしてください。
担当� スカイアリーナ座間　☎046（255）0077　5046（255）1188

　市では、新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所
の整備を進めていますが、市が開設する避難所・指定緊
急避難場所は、避難者が過密状態になることが想定され
ます。
分散避難（市が開設する避難所・避難場所以外への避難）
の検討を
　自宅が洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の場合、
市が開設する避難先以外にも、安全な場所にある「親戚
や知人宅への避難」「建物の 2階以上で崖から離れた部
屋への移動」「車両避難」などの検討を事前に行いまし
ょう。避難所や指定緊急避難場所に行かないことで新型
コロナウイルス感染症拡大の危険性を減らすことにつな
がります。また、自宅が全壊・全焼した方など、本当に
避難が必要な方を適切に受け入れる事ができるようご協
力をお願いします。
避難時の注意点
・車中泊をする場合は、浸水しないかなど、周囲の状況
を十分確認し、エコノミークラス症候群に注意する
　避難とは、避難場所へ行くということだけではなく、
安全な場所へ移動して身の安全を守ることです。自分や
家族の命は自ら守る意識を持ち、日ごろから備えておく
事が重要です。
◆避難所に行く場合
　非常用持出品にマスク、体温計、消毒液（ペーパー含
む）、靴袋、中履き、ごみ袋などを追加する
※避難所では、分散避難により最寄りの避難所での受け
入れができない場合や、健康状態の確認、検温などで開
設・受け付けに時間がかかる場合があります。また、発
熱や咳などの症状がある方は施設を区分する場合があり
ます。
台風や豪雨時の車両避難場所
　台風や豪雨時は、これまではコミュニティセンターな
どの指定緊急避難場所を開設していましたが、今後芹沢
公園の駐車場も車両避難場所として開放します。避難所・
避難場所の開設状況などは市ホームページ、市防災メー
ル「いさまメール」をご覧になるか担当へお問い合わせ
ください。
担当� 危機管理課　☎046（252）7395　5046（252）7773

◆行政相談とは
　行政相談は、社会福祉、医療保険、年金、国道、労働
基準など国の業務に関する困りごとの相談です。行政相
談では、行政相談員が内容を受け付け、必要な助言や意
見を関係機関へ通知するなど、問題解決に向けたサポー
トを行います。お気軽にご利用ください。
◆行政相談
○と　き　毎月第 3木
曜日午前 9時30分〜
11時30分（一人30分
程度）
○ところ　市役所 1階
広聴人権課相談室
※新型コロナウイルス
感染症対策のため当
分の間電話相談可。
○申込方法　相談希望
日の前日午後 5時ま
でに電話で担当へ
担当� 広聴人権課　☎046（252）8218　5046（252）0220

8 月は「道路ふれあい月間」
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